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三重県文化財保護条例 (昭和32年三重県条例第72条) 第５条第１項の規定により､ 次のとおり三重県指定有形
文化財に指定しました｡

平成24年３月９日
三 重 県 教 育 委 員 会
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三重県文化財保護条例 (昭和32年三重県条例第72条) 第27条第１項の規定により､ 次のとおり三重県指定有形
民俗文化財に指定しました｡

平成24年３月９日
三 重 県 教 育 委 員 会

1

告 示 ○ 三重県指定有形文化財の指定 …………………………………………………… 社会教育･文化財保護室 １頁
○ 三重県指定有形民俗文化財の指定 ……………………………………………… 社会教育･文化財保護室 １頁
○ 三重県指定史跡の追加指定 ……………………………………………………… 社会教育･文化財保護室 ２頁
○ 三重県指定有形文化財の解除 …………………………………………………… 社会教育･文化財保護室 ２頁

種別 名 称 員数 所 在 地 所有者

工芸品
古伊賀水指 銘 ｢鬼の首｣
附 漆蓋 外箱蓋あて紙
外箱 内箱

１口 津市垂水3032番地18
公益財団法人石水
博物館

彫刻
木造天部形立像 (伝梵天像・
伝帝釈天像)

２躯 伊賀市島ヶ原1349 宗教法人観菩提寺

種別 名 称 員数 所在地 所有者

有形民俗文化財
若山家蔵 ｢熊野街道善根宿納札｣
附 御札盒

5,447点 熊野市大泊町 若山正亘
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発 行
津 市 広 明 町 １３ 番 地
三 重 県 教 育 委 員 会

印 刷
有 限 会 社 第 一 プ リ ン ト 社

再生紙を使用しています
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三重県文化財保護条例 (昭和32年三重県条例第72条) 第35条第１項の規定により､ 次のとおり三重県指定史跡
に追加指定しました｡

平成24年３月９日
三 重 県 教 育 委 員 会
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三重県文化財保護条例 (昭和32年三重県条例第72号) 第６条第１項および第３項の規定により､ 次のとおり､
三重県指定有形文化財を解除しました｡

平成24年３月９日
三 重 県 教 育 委 員 会

2

種別 名 称 員数 所 在 地 所有者

史跡 坂本古墳群 －
多気郡明和町大字坂本字粟垣外
1176-18､ 1176-19､ 1176-20､ 1176-21

多気東部土地開発
公社

種別 名 称 所在地 指定日 解 除 日 所有者

古文書
紙本墨書佐藤
文書

津市垂水3032
番地18

平成14年３月18日
57通については平成23年６月27日
１通については平成24年３月９日

公益財団
法人石水
博物館

解除理由
57通については文化財保護法第27条第１項の規定により､ 平成23年６月27日付け文部科学省告示
第99号で重要文化財に指定されたため､ 三重県文化財保護条例第６条第３項により解除｡
１通については三重県文化財保護条例第６条第１項により解除｡


